
鹿児島県保健福祉部介護福祉課

地域包括ケア推進係長 宮園 君子

平成２６年１０月２１日（火）
保健師中央会議

保健師中央会議資料

「地域包括ケアシステムの構築に向けて」
～都道府県及び市町村に求められる役割

鹿児島からの報告～



鹿児島県

本土最南端に位置。
県土が南北６００ｋｍと長く，温帯から亜熱帯をまたぐ。
世界自然遺産に登録されている屋久島や
日本ジオパークに認定された霧島の火山群など，
多彩で豊かな自然と個性ある歴史・文化など，
観光資源に富む。

○人口 １，６８０千人 ○面積９，１８９ｋ㎡
（６５歳以上 ２７．８％）

鹿児島の
シンボル
と言えば

“桜島”
に

“西郷さん”

温泉源泉数
２，８２４
（全国２位）

公衆浴場の
５４９が
天然温泉！

世界遺産
屋久島

をはじめとする
多彩な島々

離島面積
２，４８５ｋ㎡
（全国１位）

“焼酎”
“黒豚”

“さつまあげ”

本物の素材を
活かした

多彩な食文化
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鹿児島県の県保健師配置状況(平成26年4月1日現在）

本

庁

① 保健医療福祉課 ３人 ② 介護福祉課 ５人
③ 健康増進課 ４人 ④ 障害福祉課 ２人
⑤ 子ども福祉課 ２人 ⑥ 職員の健康管理 ３人

計１９人

地
域
振
興

局
・支
庁

１３保健所 計 ８８人

そ
の
他

① 精神保健センター ４人
② こども総合療育センター ３人
③ 中央児童相談所 ２人
④ 難病相談・支援センター ４人
⑤ 県立姶良病院 ４人

計１７人

出
向

派
遣

① 後期高齢者医療広域連合 １人
② 県民総合保健センター １人
計 ２人

総計 １２６人

課長級 １人 技術主幹 １１人
補佐 ４人 係長 ６人

課長級 ２人
技術補佐 ５人
技術主幹 ４人
係長 １人

級
課長級 ２人 係長 ３人
技術主幹３人
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鹿児島県の市町村保健師設置状況

40.2% 38.2% 15.0% 6.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

所属別市町村保健師配置状況（平成26年4月1日現在;447人）

本庁・本所 市町村保健センター 地域包括支援センター その他

資料：市町村保健師設置状況調査

29.0 8.1 22.2 15.1 5.3 11.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

担当業務別市町村保健師配置状況（平成26年4月1日現在；447人）

成人保健 特定健診・特定保健指導 母子保健 難病担当

介護保険 精神保健福祉 福祉 感染症・予防接種

健康管理 管理業務 その他

2.4
1.8

1.8
2.2

資料：市町村保健師設置状況調査

0.2
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１ 高齢化の現状(H25.10.1現在鹿児島県年齢別推計人口結果）

■総人口 1,680千人
■高齢者人口 65歳以上 467千人(27.8%）,

75歳以上 264千人(15.7%）
■高齢者世帯の状況 高齢単身者世帯数 102,443世帯

（平成22年国勢調査）全国1位（14.1%)
高齢者夫婦世帯数 95,610世帯
（平成22年国勢調査）全国3位（13.1%）

２ 要介護認定等の状況（H25.10 介護福祉課調べ）

■要介護等認定者数 95,657人 → H12年度の1.7倍
■要介護認定率 20.8%

３ 認知症高齢者（H25.10.1現在介護福祉課調べ）

■高齢者(65歳以上）に占める認知症高齢者ランクⅡ（見守り必要）以上
58千人（12.7％） →要介護認定者の約６割

※ 国推計(H24.8公表） H22：280万人(9.5%)→ H24：305万人(10.4%)

４ 高齢者実態調査の結果（平成22年10月）

■要介護状態になった主な原因疾患
脳卒中（28.4%），認知症（17.5%），関節疾患（15.3%）

■在宅での介護者等の状況
・年齢 40歳未満 2.5%，40～64歳 57.1%，65歳以上 40.4%
・性別 男性 32.7%，女性 67.3%

■在宅介護者の今後の介護に対する意向 →在宅で介護したい（76.3%）

課 題

●見守り・支
え合い活動
の推進

●介護予防・
重症化防止
の充実・強化

●高齢者の
ニーズに応
じた医療 ・
介護サービ
スの提供

地域全体で
高齢者を支
える仕組み
づくり

本県の高齢者を取り巻く現状と課題
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【本県における地域包括ケア体制のイメージ図】

H26.2 介護福祉課
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介護保険
法・
医療法
改定・施行

地域包括
ケア研究会
報告書
（Ｈ２１． ３）

地域ケア
体制の整備
に関する
基本指針
（Ｈ１９．６）

国民健康
保険法に
基づく

保健事業の
実施等に
関する指針
（Ｈ１６．７）

地域における住
民のＱＯＬを向
上させる
ため，保健医療
の連携及び統
合を図る「地域
包括ケアシステ
ム」が示され
る。

地域を枠組みと
する多職種連
携を通じた包括
的サービス提供
の仕組みづくり
に関して介護保
険法・医療法が
改定

社会保障
改革の推進
について
閣議決定
（Ｈ２２．１２）

社会保障改革
の具体策として
「地域包括ケア
システムの構築
等，在宅介護の
充実・ケアマネ
ジメントの強化，
居住系サービス
等の充実等が
示される。

介護ｻｰﾋﾞｽ
の基盤強化
のための
介護保険法
の一部を
改正する
法律施行
（Ｈ２４．４）

高齢者が地域
で自立した生活
を営めるよう，
医療・介護・予
防・住まい・生
活支援サービス
が切れ目なく提
供される「地域
包括ケアシステ
ム」の構築が明
記。

Ｈ１６年度 Ｈ17.18年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 Ｈ２２年度 Ｈ２３年度 Ｈ２４年度～

在宅療養
環境整備
事業の実施

在宅医療の
体制構築に
係る指針
（Ｈ２４.３）

高齢になって
も，病気になっ
ても，自分らし
い生活を支える
在宅医療の提
供体制を構築
するため，体制
構築へ向けた
都道府県の役
割が示される。

社会保障
制度改革
国民会議
報告書
（Ｈ２５.８）

疾病構造の変
化を踏まえた
「病院完結型」
の医療から，地
域全体で治し，
支える「地域完
結型」の医療へ
の改革，在宅医
療・介護の一体
的なサービス提
供体制の見直
しが求められ
る。

国
の
主
な
動
向

療養病床再編
に伴い地域包括
ケア体制の整備
に関する基本指
針が発出

地域包括
ケア

システム
を定義
※

県地域ケア
体制整備
構想の策定

地域包括
ケア庁内
検討ﾁｰﾑ・
ﾓﾃﾞﾙ市町村
との合同
検討会設置

地域包括
ケア体制
整備に

関する調査
の実施

Ｈ２３年度以降の県の取組の方向性整理
第５期県高齢者保健福祉計画主要施策に位置づけ

地域ケア体制整備モデル事業の実施

認知症地域支援体制
構築等推進事業
（Ｈ２０～Ｈ２１年度）

共生協働の地域ケア
体制整備推進事業
（Ｈ１９～Ｈ２０年度）

訪問看護
支援事業等

県組織改正

地域包括ケア・認知症対策担当
参事の設置
「地域包括ケア推進係」「認知症
対策係」の設置

在宅医療推進事業の実施（～Ｈ２７年度）

在宅医療提供体制推進事業

在宅医療連携拠点機能強化事業

在宅医療・ターミナルケア人材育成事業

県
の
取
組

地域包括ケア体制推進に係る国の主な動向と県の取組

※平成２１年３月地域包括ケア研究会報告書における地域包括ケアシステムの定義

ニーズに応じた住宅が提供されることを基本とした上で，生活上の安全・安心・健康を確保するために医療や介護のみならず，
福祉サービスを含めた様々な生活支援サービスが日常生活の場（日常生活圏域）で適切に提供できるような地域での体制

地域ケア
体制推進
関連事業
の実施

地域
支え合い
体制づくり
事業の活用

地域包括
ケア研究会
報告書
（Ｈ２５.３）

団塊の世代が
75歳者となる
2025年にむ
け，た具体的な
地域包括ケア
の構築を展望
し。基本的な考
え方を改めて整
理，制度改正に
向けた論点が
整理された。

療養病床の多い
鹿児島にとって，
病床の再編は
一大事でした。
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地域包括ケア体制推進のための４つの柱

地 域 包 括 ケ ア 体 制

地域の見守り ・支え合い

介 護 予 防

在 宅 医 療

認 知 症 対 策

介護福祉課組織体制 課長

参事

地
域
包
括
ケ
ア

推
進
係

認
知
症
対
策
係

保
険
者
指
導
係

施
設
整
備
係

事
業
者
指
導
係

介
護
企
画
係

技術補佐 補佐 補佐（事業者指導等担当）

（７人） （４人） （５人） （５人） （４人） （７人）

（３７人）
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県 と 市 町 村 の 役 割

４つの柱 県の役割 市町村の役割

地域の見守り・
支 え 合 い

●関係団体等への協力要請や調整
●市町村や地区組織活動の情報収集や
効果的な取組の普及

●地域資源の把握
●自助・互助活動担い手の養成・育成
●高齢者等のサロン活動等拠点整備
●買い物・移動手段等生活支援サービスの確保

介 護 予 防

●高齢者元気度アップ推進体制づくり事業
の推進
●市町村の介護予防の取り組みに対する
支援
●県版介護予防マニュアルの作成
●地域包括支援センターの機能強化支援

●高齢者元気度アップポイント事業の実施
●地域包括支援センターの機能強化
●地域支援事業の実施
●介護予防事業所との連携強化
●住民への普及啓発

在 宅 医 療

●在宅医療の現状や課題の把握
●在宅医療を担う地域リーダー育成
●医師会・看護協会等各関係団体等との
協議

●在宅生活を支える２４時間対応の体制整備
●地域包括ケア会議の充実・強化
●在宅療養者のケアマネジメントの充実強化

認 知 症 対 策

●認知症総合支援対策の企画・立案
●県民への認知症に対する理解促進
●早期発見・早期対応の仕組みの構築
（認知症疾患医療センターの設置・運営）
●認知症ケアの質の向上（指導者養成）
●サポート医，かかりつけ医への研修
●若年性認知症対策に対する市町村支援
●介護サービス事業者指定，指導
●高齢者虐待防止に係る市町村支援

●相談窓口の設置・広報
●認知症の見守り体制の構築
●住民への認知症に対する理解促進
（認知症サポーターの養成）

●家族交流会，介護者教室等の開催
●認知症疾患医療センター等関係機関との連携
体制
●若年性認知症対策
●認知症支援推進員の配置
●地域密着型介護サービス事業者の指定指導
●高齢者虐待に対する対応，防止 8



県
市
町
村

関
係
団
体

●高齢者の見
守り・生活支援

●介護予防・重
症化防止

●在宅医療・在
宅介護の連携

○ ○ 高齢者等くらし安心ネットワーク事業

○ ○ ○ 暮らし安心・地域支え合い推進事業 ◎

○ 地域支え合い体制づくり事業

○ 地域支援事業

○ ○ 高齢者元気度アップ推進体制づくり事業 ◎

○ かごしま介護予防推進支援事業 ◎

○ 介護支援専門員資質向上事業

○ 在宅医療連携拠点事業 ◎

○ 在宅チーム医療人材育成事業 ◎

○ （地域包括ケア普及促進）ゼロ予算 ◎

○ 在宅チーム医療体制づくり事業 ◎

○ ○ 在宅医療提供体制推進事業 ◎

○ 在宅医療・ターミナルケア人材育成事業 ◎

H27
以降

高齢者の状態像
事業実施年度

元気高齢者　　要支援・虚弱高齢者　　要介護高齢者

課題

H26H25

事業実施主体

事業名
H24

地域包括ケア体制推進に係る県・市町村等の関連事業 組織改正後，業務量
が増え，26年度から職
員が増員されました
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地域包括ケア体制づくりのための県・市町村との連携
（平成23年度地域支え合い体制づくり事業）

○地域ケア体制推進状況評価検討会

○在宅医療推進検討会

○地域包括支援センター長会議

○在宅療養を支える支援体制整備

○庁内検討チーム検討会 ［県実施］

○管内地域包括ケア体制推進地区別
検討会

○在宅医療・看護・介護の連携体制
の強化等

○県地域ケア体制推進研修会等

○市町村実践活動
《地域支え合い体制づくり事業》

［市町村・地域包括支援センター・関係団体等実施］

○管内地域ケア体制推進関係事業報告会等
［振興局・支庁の保健福祉環境部と市町村，
関係団体等の協働］

県内他市町村

意見

事業説明
情報提供

助言・支援

取組状況

助言・支援

取組状況

取組の促進

助言・支援

活動紹介

市町村等事業の検討

市町村等事業の採択

事業の評価結果等を
踏まえた取組支援

実施状況発表・普及

※ は，地域支え合い体制づくり事業における予算上の業務

事業の流れや地域での実
践の意義や役割を共有す
ることで県・市町村の一体
的な取組になりました。

振興局・支庁での取り組み
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瀬戸内町

奄美市

南種子町

中種子町

西之表市

大崎町

いちき串木野市

長島町

出水市

阿久根市

薩摩川内市

さつま町

薩摩川内市

鹿児島市
日置市

伊佐市

湧水町

霧島市

曽於市

垂水市
志布志市

指宿市

鹿屋市

肝付町

南さつま市

枕崎市
南九州市

錦江町

南大隅町

東串良町

姶良市

三島村

十島村

屋久島町

奄美市

龍郷
町 喜界町大和村

宇検村

天城町
徳之島町

伊仙町

和泊町

知名町

与論町

龍郷町
地域支え合いマップづくり
から取り組み課題の解決
に向けての実践

霧島市
地域密着型サービス事
業所と連携した地域包
括ケア体制構築

垂水市
多職種連携のための
体制づくり及び市民へ
の普及啓発

肝付町
へき地地区ITネットワー
ク及びボランティア現任
研修

大和村
住民が主体となった活
動による地域づくり

県内の地域包括ケア体
制構築に向けた取組

徳之島町
県内で一番早く日常生活
支援総合事業に取り組
み地域活動を推進

振興局を通じ，各
地域から好事例
の情報発信があ
りました。
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県内市町村の取組（事例紹介）
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地域医療連携計画
（地域振興局・支庁）

在宅チーム医療
人材育成・体制づくり

事業
（県・地域振興局・支庁）

在宅医療・介護の
連携推進に係る事業

（市町村）

地域医療再生計画事業（在宅医療の推進）等

関係団体実施事業
（県医師会等）

介護福祉課
実施事業

平成
２４
年度

平成
２５
年度

平成
２６
年度

地域医療連携計画
の公表
（現状と課題・施策の
方向性）

医療機関等一覧表
の公表

医
療
機
能
基
準

及
び
医
療
機
関
等

一
覧
表
の
作
成

・県保健医療計画策定
＊精神疾患及び在宅医
療を追加

・地域リーダー研修の
開催（1月）

地域医療連携計画
試案の作成
（現状と課題・施策の
方向性）

・地域振興局・支庁等
単位での研修会・検
討会等の開催
（企画，関係機関との調整
・課題分析等 ８月～）

・実施報告会の開催
（３月２４日）

地域支え合い体制
づくり事業
医療と介護の連携
３市が実施

地域支え合い体制
づくり事業
医療と介護の連携
７市町が実施

高齢者等実態調
査・日常生活圏域
ニーズ調査の実施

高齢者保健福祉・
介護保険事業
計画作成

・地域支援事業に
在宅医療・介護の
連携推進に係る
事業を追加

＊在宅医療連携拠点
事業
（国直接委託事業）

☆在宅医療推進に
係る市町村セミナー
（H25.12～H26.2）

☆地域医師会，関係
機関，振興局・支庁，
市町村との意見
交換，打ち合わせ
（振興局・支庁単位
７か所で実施）

事業開始
（H25.10～H28.3）

①在宅医療提供
体制推進事業
（県医師会）

②在宅医療連携
拠点機能強化
事業
(肝属郡医師会立
病院)

③在宅医療・
ﾀｰﾐﾅﾙｹｱ
人材育成事業
（県看護協会）

☆在宅医療推進に
係る地域住民の
ﾘｰﾀﾞｰ向けｾﾐﾅｰの
実施
（地域振興局・支庁等
単位で実施）

再生計画に係る事業要望とりまとめ

計画作成（事業内容・積算，関係機関との調整）

各事業の会議等への
参加・助言等

各事業の会議等への
参加・助言等

進
捗
管
理
・助
言

進
捗
管
理
・助
言

地域医療連携計画への反映

・地域医療再生計画事業（医師会等）
や市町村事業との協働，支援
・地域ケア会議の活用
・地域保健医療福祉協議会 等

交付申請・交付決定
（介護福祉課⇔実施機関）

地域包括ケアシステム構築に向けた県・市町村等の役割
（平成24年度～平成26年度在宅医療関連事業）
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地域包括
ケアシステム

○地域住民が安心して暮らせ，
○安心して老いることができ，
○そこで生涯を全うする選択もできるまち

身近な地域で安
心して暮らせる
まちづくり

それぞれの市町村が自分の町の実態を把握
し，地域資源を活かしリメイクすることが重要

14



地域包括ケアシステムの構築は保健師がめざすべき方向
今，保健師の力を合わせ，2025年を見据え取組みましょう！！

○ 地域包括ケアシステム構築には，地域住民の命
と暮らしを衛る公衆衛生の視点を持ち，住民主体で
多職種と連携しながら地域づくりができる保健師が
必要です。

H25年3月「健康かごしま２１」普及啓発版より抜粋 15



○ 地域包括ケアシステムの一翼を担う保健師を育成
していくためには，県と市町村が連携した人材育成の
しくみの構築が急務です！！

離島をはじめとする小規模自治体が多い本県においては，振興局・支庁単位で県と市町
村が相互補完しながら，人材育成体制を構築することをめざしています。

鹿児島県保健師人材育成ガイドライン（平成26年3月鹿児島県保健医療福祉課作成）より抜粋 16



ご静聴 ありがとうございました

心豊かで 活力ある長寿社会を目指して

鹿児島県PRキャラクター ぐりぶー
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